
１　職員の任免及び職員数に関する状況

　(1)職員の採用及び退職の状況（令和6年4月2日～令和7年4月1日まで）

人 3 人 4 人 1 人 9 人

（注）1　消防職員・会計年度任用職員・退職後引き続き再任用職員（フルタイム）になった職員は含まない。
　　　2　福祉職：保育士・山びこ学園生活支援員・あけぼの園介護員
　　   　医療職：保健師・看護師・栄養士・作業療法士

　(2) 部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

（注）1　職員数は、一般職に属する職員数で、特別職・消防職員・短時間再任用職員・会計年度任用職員は
　　　　 含まない。
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　(3) 一般行政職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在）

（注）1　下川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
      3　公営企業等の一般行政職を含む。

区分 職員数 構成比標準的な職務内容

1　級 11人 16.4%
1　定型的な業務を行う職務（初級職員）
2　高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
（中級職員）

2　級 12人 17.9%
1　特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職
務（上級職員）

3　級 5人 7.5%
1　係長の職務
2　主査の職務
3　主任の職務

4　級 13人 19.4%

1　課長補佐の職務
2　主幹の職務
3　困難な業務を行う係長の職務
4　参与の職務
5　上席主査の職務
6　困難な業務を行う主査の職務
7　特に困難な業務を行う主任の職務

5　級 15人 22.4%
1　課長の職務
2　困難な業務を行う課長補佐の職務
3　困難な業務を行う主幹の職務

6　級 11人 16.4%1　困難な業務を行う課長の職務



３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間【標準的なもの】（令和7年4月1日現在）

(2)年次有給休暇の取得状況（令和6年1月1日～令和6年12月31日）

※全対象職員数とは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの全期間在職した一般職員（施設職員除く）に
　限り、当該期間中の採用、退職及び育児休業等の職員を除いた職員を対象としている。

(3)休暇等の状況（令和6年度）

1暦年ごとに20日とし、20日を限度として翌年に繰り越すことができる。

負傷又は疾病のため療養する必要がある場合、必要最低限度の期間

（私傷病は90日以内。結核性疾病は180日以内。）

○忌引の休暇　　親族に応じた日数

　（配偶者10日、父母7日、子5日、祖父母3日など）

○結婚の休暇　　5日以内

○配偶者出産の休暇　　3日以内

○産前産後の休暇　　前8週、後8週

○夏季休暇　　3日以内

配偶者、父母、子、配偶者の父母等が、負傷疾病又は老齢により日常生活を

営むのに支障がある者の介護をする場合、連続する6月以内で必要な期間

3歳に達するまでの子を療養するために、希望する期間休業することができる。

小学校就学の始期に達するまでの子を療養するために、常勤職員のままいくつかある

勤務の形態から選択し、週40時間より短い勤務時間で勤務をすることができる。

(4) 育児休業および部分休業の取得状況（令和6年度）

日

育児休業
（無給）

育児短時間勤務
（無給）

内容

病気休暇

介護休暇
（無給）

特別休暇
（主なもの）

年次有給休暇

区分

日

終了時刻

17時15分

開始時刻
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38時間45分 8時30分

B
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取得率

B/A
％
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日

総付与日数

週休日

土・日
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35.72,496.0

C
人
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B/C

66 13.5891.8

A
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２　職員の給与の状況

　(1)総括

　① 人件費の状況（令和6年度決算）

　② 職員給与費の状況（令和6年度決算）

　(2)職員の平均給与月額、初任給等の状況
　①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和6年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

　 （注）1　「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における一般行政職の基本給の平均である。
      2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 
　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
      3　国の最新データが令和6年4月1日現在のため、比較基準日を令和6年4月1日現在としている。　　　　　 

　② 職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

円

円

円

円

　③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

9.6 1.4

病院会計 531,148 589,324 360,003 61.1 63.5

　　　2　職員手当には退職手当・児童手当は含まない。

高　校　卒

平均年齢

中　学　卒 175,800

323,823

8,421

24.5 89,870 20,152 33,487

235,800

5,858143,509

137,920

初任給

188,000

技能労務職

1,261,648 1,213,931 178,166 14.7 16.3

一人当たり給与費

77,119

（注）1　職員数は令和6年度決算書（支給実人数）の人数（特別職・会計年度任用職員を除く）

下水道会計

その他会計

233,989 219,663 9,245

　　　2　その他会計とは、介護保険会計、国保会計をいう。

病院会計 28.0

一般会計 5,953

職員数

A
区　　分

公
営
企
業
会
計

395,691

簡易水道会計 191,301 190,872

一般会計

2.7

人 件 費 率

B/A

1,004,128

B

人 件 費

C

5,723,984

18,330

17.7

（参考）

5年度の人件費率

104.8

A

（注）1　人件費には、給料・手当・共済組合負担金等を含む(議会議員・審議会等委員・特別職・会計年度任用職員を含む)

給　 料 期末・勤勉手当

歳 出 （ 支 出 ） 額
区　　分

歳 入 （ 収 入 ） 額

C/B

18.0

246,800

大　学　卒 273,300 307,700

-

大　学　卒

区　　　　　分

5,571,606

給 与 費

職員手当 　　　計　　B

151,074

下川町 42.3

4.2

623,884

平均給与月額

一般行政職

高　校　卒

一般行政職

国 42.1

経験年数10年以上15年未満

188,000

経験年数15年以上20年未満

370,300322,100

平均給料月額

361,400

経験年数20年以上25年未満

335,100

405,378

（単位：千円、％）

（単位：人、千円）

一般行政職

区　　分

高　校　卒

220,000

区　　　　　分

公
営
企
業
会
計

下水道会計 1.0 4,940 531 1,283

45,183 52,697

その他会計

6,754 6,754

簡易水道会計 3.0 9,590 1,586 2,271 13,447 4,482



　(3)職員の手当の状況

　① 期末手当・勤勉手当

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・平成16年12月手当より役職加算廃止 ・役職加算 5～20％

・管理職加算 10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合

　② 退職手当（令和7年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～45％加算） （2～45％加算）

　③ その他の諸手当（令和7年4月1日現在）

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

支給実績
令和6年度
その他会計

2,521

1,080

―

2,905

支給実績
令和6年度

病院会計

2,862

6,780

支給実績
令和6年度
一般会計決算

12,963

7,560

15

13,376

管理又は監督の地位にある職員
に支給（月額）
・院長　　　 　　285,000円
・副院長　   　　160,000円
・課長職     　　 30,000円
・課長補佐・主幹職20,000円

管理職員が臨時又は緊急の必
要、公務の運営の必要により週
休日等に勤務した場合に支給
・課長職　6,000円/回
・課長補佐・主幹職　4,000円/
回
※6時間超の場合は150/100を乗
じて得た額

上記の場合のほか、週休日等以
外の午前0時から午前5時までに
勤務した場合に支給
・課長職　3,000円/回
・主幹職　2,000円/回

借家の場合
（家賃が12,000円以上）
・27,000円を上限に支給
持家の場合
・7,000円

国

扶養親族のある職員に支給
・配偶者・父母等　6,500円
・子　10,000円
※満16歳から満22歳までの子
1人5,000円加算

内容及び支給単価

国

2.10

同

下川町

2.50

47.709

47.709

28.0395

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

支給実績
令和6年度
下水道会計

国の制度
と異なる

内容

24.586875

33.27075

47.709

異
支給額

異
支給額区

分

19.6695

―

360

6

84

支給実績
令和6年度

132

―

47.709

簡易水道会計

手　当　名

2.10

下川町

1.000

24.586875

39.7575

47.709

33.27075

1.000

扶養手当

特別調整額

住居手当

管理職
特別勤務手当

異
借家の支
給要件・

額
持家に対
する支給

なし

―

418

（役職加算廃止は、下川町独自の削減です）

30

1.400 1.400

2.50

3,137



千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

― ― ― ― ―

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円

支給実績

―

4,748

―

令和6年度
その他会計

4,397

1,370

―

521

2,152

1,861

11,031

―

82

2,164

生活支援員　月額10,000円
看護師・准看護師　月額
6,000円
調理員　月額3,000円
介助員　月額6,000円

25,569

2,498

内容及び支給単価

正規の勤務時間を越えて勤務し
た場合及び休日に勤務した職員
に支給
勤務1時間当たりの給与額×
125/100(～160/100)×時間数

深夜に勤務した職員に支給
勤務1時間当たりの給与額×
25/100×時間数

特別養護
老人ホー
ム等に従
事した職
員の特殊
勤務手当

令和6年度
一般会計決算

支給実績
令和6年度

支給実績

下水道会計

―

―

病院会計

5,278

2,288―

特殊勤務手当

寒冷地手当

同通勤手当

夜間勤務手当

同

国の制度
と異なる

内容

同

通勤距離が片道２km以上で
ある職員に支給
・交通機関等利用者
運賃相当額（55,000円限度）
・自動車等使用者
通勤距離に応じ2,000円～
31,600円

手　当　名

時間外・
休日勤務手当

同

81

―

―

―

―

支給実績
令和6年度

―

簡易水道会計

1,079

世帯区分に応じて支給
扶養親族のいる世帯　131,900円
扶養親族のいない世帯 72,900円
その他の職員　　　　 51,700円

著しく困難な勤務、その他
著しく特殊な勤務に従事す
る職員に支給

―

162

無

医療業務
に従事し
た職員の
特殊勤務
手当

障害者支
援施設に
従事した
職員の特
殊勤務手
当

無

―

―

―

無
（手術手
当・往診
手当・医
学研究調
査手当・
放射線作
業手当・
検査物取
扱手当）

手術手当　点数表定額
　　　　　医師20/100
　　　　　看護師等10/100
往診手当　点数表定額
　　　　　医師70/100
　　　　　看護師等15/100
医学研究調査手当
　予算の範囲内において
　定める額
放射線作業手当　一月5,000円
検査物取扱手当　一月5,000円
夜間看護等手当
　深夜全部7,300円
　深夜4時間以上3,550円

生活指導員　月額6,000円
介護員　月額15,000円
　※有資格者　月額25,000円
看護師・准看護師　月額6,000
円
調理員　月額3,000円
介助員　月額6,000円
夜間介護手当
　勤務一回4,400円

支給実績
令和6年度

770

3,079

17,140

―



　(4)特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

4.60月分
副　　町　　長

186,000円 

区　　　　分

4.60月分

584,000円 

給料・報酬月額

議　　　　　長

4.60月分

副　　議　　長

常 任 委 員 長

議　　　　　員

186,000円 

175,000円 

議会運営委員長

208,000円 

260,000円 

教　　育　　長 547,000円 

730,000円 町　　　　　長

期末手当支給割合



４　分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況（令和6年度）

  分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たすことができない場合等に職員の

意に反する身分上不利益な処分を行うことをいいます。処分には、降任、免職、休職があります。

（注）　処分件数は、当該年度に処分を決定したものを計上している。

(2)懲戒処分の状況（令和6年度）

  懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に職務上の義務違反

その他公務員としてふさわしくない非行があった場合などに、その道義的責任を問うための処分を

行うことをいいます。処分には、戒告、減給、停職、免職があります。

５　服務の状況

(1)義務免除状況（令和6年度）

  職員は、職務の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならないものであり、また、

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当町がなすべき責を有する

職務にのみ従事しなければならないと規定されています。ただし、町の条例において任命権者から

下記の3項目については、職務に専念する義務を免除することができるとしています。

合計

1

研修を受ける場合 0

区　　　　　　　　分

上記以外で町長が特に認める場合
（講師派遣・大会競技役員等）

1

0

厚生に関する計画の実施に参加する場合

処　分　事　由

法令違反

職務上の義務違反や職務の怠り

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

人数

1

減給

免職降任

戒告 停職 免職

処　分　事　由

勤務実績が良くない場合

心身の故障の場合

職に必要な適正を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

0

1

0

0

刑事事件に関し起訴された場合 0

休職

1

合計



６　職員研修及び勤務成績の評定の状況

(1)職員研修の実施状況（令和6年度）

(2)勤務成績の評定の状況（令和6年度）

　地方公務員法に基づき、職員の執務について人事評価を行い、その評定の結果に応じた措置を講じ

ています。

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)公務災害補償（令和6年度）

　公務災害補償制度とは、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。）又は通勤による

災害を受けた場合に、その災害によって生じた身体的損害を補償するとともに、必要な福祉事業を行う

ことにより、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること目的とする制度です。

(2)健康診断実施状況（令和6年度）

（注）　特別職、消防職員含む。

市町村アカデミー 1

税務事務（基礎）市町村民課税研修 2日 〃 1

上川合同庁舎

1日

〃 コミュニケーション能力 2日 〃 1

〃 コーチング研修 2日 〃 2

〃 管理能力研修 2日 〃 4

〃 プレゼンテーション研修 2日 〃 1

区　　　分

定期健診 39

〃

区　　分

〃

自主研修

1日新規採用職員研修

公務災害

受診者数

その他

通勤災害

2日

対象者

4

30歳以上の職員

自主企画研修 5回

〃

2日 〃

204

指導能力研修自治政策

実施場所

2日

研修区分 研　　　　修　　　　名 実施日数・回数

北海道庁別館

4日

ＤＸ推進基礎

クレーム対応研修 2

延べ参加人数

役場4階会議室

1

上川管内町村職員基礎研修 3日

上川管内町村職員合同視察研修 1〃

認定件数

接遇対応研修

2

〃

〃 3

〃

1

税務事務（基礎）徴収研修

総合健診

30歳未満の職員

0

1日〃

役場4階会議室ほか 74

1

1

上川北部

メンタルヘルスセミナー（管理職）

士別市民文化センター

自治大等 市町村アカデミー 5日

1

2日 〃

1

1

国立大雪青少年交流の家

長崎県ほか

上川町村会

〃

税務事務（応用）市町村民課税研修 2日 〃 1

4〃

〃 地方自治法 2日 〃

〃 上川管内町村職員初級研修 3日

自治体債権回収 2日 〃



(3)職員互助会の状況（令和6年度）

（注）　特別職、消防職員含む。

８　勤務条件に関する措置の要求状況
  勤務条件に関する措置の要求とは、公平委員会に対し、職員が給与・勤務時間などの勤務条件に関して、

町が適切な措置を講ずるよう要求できる制度です。

　要求　1件

９　不利益処分に関する不服申し立ての状況
　不利益処分に関する不服申立てとは、職員が懲戒処分などの不利益処分を受けた場合で不服があるとき

に、公平委員会に対し不服申立て（審査請求・異議申立て）ができる制度です。

　審査請求　1件

10　退職管理の状況（令和6年度）

北海道市町村職
員福祉協会

・掛金事業（入院一時金・出産祝金・結婚優待・弔慰金等）

0円研修会及び講習・講話会助成事業、ボランティア助成
事業、各種給付事業（出産・冠婚葬祭等）等

178

・負担金事業（保健体育奨励助成・退職者セミナー等）

福利厚生事業

2,848円

公費負担額

18.6%

・共同事業（共済会員優待・結婚優待・退職優待）

507,017円

28 0円

その他医療給付事業・貸付事業・福祉年金事業

公費
負担率

-

１人当たり
公費負担額

0円

-0円

1人 4人10人

152

互助会名称

役場職員親交会

病院親交会

会員数

再任用職員 未就労・不明

5人

再就職等の状況

事　　業　　内　　容

公務・民間企業等
退職者数


